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政策調整会議の概要 

開催日 平成 24 年 11 月 8 日（木） 

 

◎項  目 

１ 高知県の経済概況について【総務部】 

２ 議会提出資料の作成・確認作業について【総務部】 

３ １月の広報計画について【総務部】 

４ 県政記者への情報提供について【総務部】 

５ 「ねんりんピックよさこい高知２０１３」協賛イベントの募集について【地域福祉部】 

 

◎内容 

１ 高知県の経済概況について【総務部】 

 総務部から、高知県の経済概況（８－９月分）について説明を行った。 

 【概要】 

  ＜基調判断＞ 

高知県の景気は、横ばい圏内の動きとなっている。 

  ＜分野別の動向＞ 

消費：個人消費は、自動車販売でエコカー補助金終了に伴う反動減がみられるものの、大型小

売店舗販売額は、２ヵ月ぶりに前年を上回った。 

観光は、前年比、平成２１年度比とも、連休の減少等もあり、マイナスとなった。 

投資：住宅投資は、横ばい圏内の動きとなっている。 

設備投資は、２ヵ月ぶりにマイナス。 

公共工事は単月では前年を下回ったものの、累計では前年を上回っている。 

生産：製造業の生産は、海外経済の減速や為替円高の影響が長引く中で、横はい圏内の動きと

なっている。 

雇用・所得：横ばい圏内の動きが続いている。 

物価：前月比はプラスとなるも、前年比ゼロ％近傍で推移している。 

金融・倒産：貸出は、企業の資金需要が低調であるほか、個人向け住宅ローンも減少している

ため、前年割れの状態が続いている。 

貸出約定平均金利（銀行）は、低下基調を辿っている。 

企業倒産は、件数、負債金額とも、低水準で推移している。 

 

２ 議会提出資料の作成・確認作業について【総務部】 

 総務部から、議会提出資料の作成・確認作業について説明を行った。 

【概要】 

・平成 24 年９月議会に提出をした決算関連資料について、全庁調査の結果、多くの誤りが発覚。 

・原因は、地方自治法で規定された議会提出資料であるという認識の不足や他の決算資料との数

値や表間の突合漏れなど、チェック体制が機能していないこと。 

・再発防止策として、各部局主管課に議会提出資料の最終責任者（管理職等）を明確に位置付け、 

財政課及び会計管理課でチェックリストを作成・配布の上、確実かつ効率的な突合作業と最終

責任者による確認作業を行うこととする。 

・校正作業中及び議会提出後に誤りが判明した場合は、財政課をはじめ関係部署との情報共有を

速やかに図るとともに議会事務局と調整を行い事前措置を施すこと。 
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３ １月の広報計画について【総務部】 

 総務部から、１月の広報計画（案）について説明を行った。 

【概要】 

・主要な広報内容 

○さんＳＵＮ高知：中山間対策、知事年頭所感、リョーマの休日 

○特別番組   ：産業振興計画 

○おはようこうち：知事年頭所感、リョーマの休日、南海地震対策 

○ラジオ番組  ：リョーマの休日、南海地震対策、健康長寿県構想、産業振興計画 

○県民ニュース ：産業振興計画、健康長寿県構想、南海地震対策 

 

４ 県政記者への情報提供について【総務部】 

 総務部から、県政記者への情報提供について説明を行った。 

【概要】 

○県政記者への情報提供について、下記事項に留意するようお願いする。 

・行事等の開催日の１週間前を目安に広報広聴課へ提出。 

情報提供が遅くなると県政記者が取材調整ができないこと、新聞紙面枠や放映時間を確保

できなくなる場合がある。 

・情報提供は、緊急のものを除き午後３時までに広報広聴課へ提出。 

   早い時間に情報提供ができる場合であっても遅れている事例が多い。 

・県政記者に見てもらえるよう、情報提供資料の内容を工夫する。 

   見出しを分かりやすくする、５ＷＩＨを明確にする、主要施策に基づく取り組みは施策の

位置付けを明確に記載する。 

   必要に応じて記者会見や記者レクの方法で政策の内容を周知する。 

・情報提供前には政策広報推進員（副部長）による確認。 

  ○イントラネットの「お知らせ」→「県政記者への情報提供」の中の「情報提供（投げ込み）」

及び広報広聴課掲示板（H21.11.10）掲載の「記者への情報提供資料の作成における留意点につ

いて」の参照をお願いする。 

 

５ 「ねんりんピックよさこい高知２０１３」協賛イベントの募集について【地域福祉部】 

 地域福祉部から、「ねんりんピックよさこい高知２０１３」協賛イベントの募集について説明を行

った。 

【概要】 

  ・「ねんりんピックよさこい高知２０１３」を多彩なものとし、にぎわいのある大会とするため、

大会の趣旨に賛同していただけるイベントを『協賛イベント』として募集する。 

・協賛イベントは、多くの人が参加する健康、福祉、生きがいに関するもの、にぎわいを創出す

るためのイベントやスポーツ大会等のうち、県内において、平成 25 年 1 月 1 日（火）から 10

月 29 日（火）までの間に実施されるもの。 

・募集期間は、平成 25 年 6 月 28 日（金）まで。 

・協賛イベントとして承認されると、大会専用ホームページへのイベント名等の掲載、マスコッ

ト等の使用、大会のぼり旗の貸し出しなどの特典がある。 

 


